
福
　祉

受
給
者
の
方
へ

児
童
扶
養
手
当
を
振
り
込
み
ま
す

居
宅
介
護
支
援
券
の
利
用
期
間
は

３
月
31
日
㈫
ま
で

子
ど
も
医
療
費・

母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証

障
が
い
の
あ
る
方
へ

タ
ク
シ
ー
料
金
を
助
成
し
ま
す

献
血
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い

医
　療

市
障
害
者
扶
助
料・

市
遺
児
手
当
受
給
者
の
方
へ

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　
集

高浜市役所☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

児
童
扶
養
手
当
を
３
月
11
日
㈬
に
指
定

さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。
記
帳
な

ど
で
確
認
し
、
振
り
込
み
が
な
い
場
合
は
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
次
回
分
か

ら
の
振
込
先
を
変
更
し
た
い
方
は
、
印
鑑

を
持
参
し
、
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　

　
い
き
い
き
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

令
和
元
年
度
後
期
（
10
月
〜
３
月
）
分

の
扶
助
料
を
３
月
31
日
㈫
に
振
り
込
み
ま

す
。
記
帳
な
ど
で
確
認
し
、
振
り
込
み
が

な
い
場
合
は
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
次
回
分
か
ら
の
振
込
先
を
変
更

し
た
い
方
は
、
印
鑑
を
持
参
し
、
各
担
当

グ
ル
ー
プ
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　

　【
市
障
害
者
扶
助
料
】

　
い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　【
市
遺
児
手
当
】

　
い
き
い
き
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

紙
お
む
つ
・
尿
取
り
パ
ッ
ド
な
ど
の
介

護
用
品
の
購
入
や
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
、
社

会
福
祉
協
議
会
の
ふ
れ
あ
い
サ
ー
ビ
ス
事

業
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
家
事
援

助
事
業
な
ど
に
利
用
で
き
る
「
居
宅
介
護

支
援
券
」
の
利
用
期
間
は
３
月
31
日
㈫
ま

で
で
す
。
現
在
お
持
ち
の
支
援
券
に
つ
い

て
は
３
月
中
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　

　
い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

情報
ファイル
情報
ファイル

Information
File

対
象

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
の
方

・
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
判
定
の
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１・２
級
の
方

※
自
動
車
税
種
別
割
の
減
免
ま
た
は
軽
自

動
車
税
種
別
割
の
減
免
を
受
け
て
い
る

方
は
除
く
。

助
成
額
な
ど
　
基
本
料
金
と
お
迎
え
料
金

を
原
則
と
し
て
月
２
回
（
週
あ
た
り
の

通
院
回
数
に
応
じ
て
変
わ
り
ま
す
。
）

申
込
方
法
　
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

と
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
介
護
障
が
い

グ
ル
ー
プ
で
申
請

申
込
期
間
　
３
月
25
日
㈬
か
ら
随
時

利
用
可
能
期
間
　
４
月
１
日
㈬
〜
１
年
間

※
４
月
１
日
㈬
よ
り
前
の
利
用
は
不
可

問
合
せ
先

　
い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

と
き
　
３
月
18
日
㈬
　
午
後
１
時
30
分
〜

４
時

と
こ
ろ
　
高
浜
市
役
所
１
階 

多
目
的
会

議
室

対
象
年
齢
　
18
歳
以
上

実
施
　
400
㎖
の
み
の
実
施
と
な
り
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　
い
き
い
き
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
ま
た
は
母
子

家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る

家
庭
で
、
左
記
の
対
象
者
に
該
当
す
る
方

は
、
３
月
31
日
㈫
を
も
っ
て
受
給
資
格
が

喪
失
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
４
月
１

日
㈬
以
降
医
療
機
関
な
ど
に
受
診
し
た
と

き
は
、
自
己
負
担
分
の
支
払
い
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
現
在
使
用
し
て
い
る

子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
ま
た
は
母
子
家

庭
等
医
療
費
受
給
者
証
は
、
有
効
期
間
終

了
後
に
、
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
ま
で
返

還
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

・
子
ど
も
医
療
：
今
年
度
満
15
歳
に
到
達

す
る
子

・
母
子
家
庭
等
医
療
：
今
年
度
満
18
歳
に

到
達
す
る
子
、
末
子
が
今
年
度
満
18
歳

に
到
達
す
る
母
ま
た
は
父

問
合
せ
先

　
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
（
内
線
217
）
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